
  
 
 

令 和 ６ 年 ８ 月 3 0 日 

物流・自動車局保障制度参事官室 

 

令和６年度自賠責制度広報・啓発活動の実施について 

～自賠責が必須なのはどれ？～ 

 

国土交通省では、9 月 1 日より 1 ヶ月間、自賠責制度の広報・啓発活動を集中

的に実施することにより、自賠責保険・共済への加入促進を図ります。 

 

自動車損害賠償責任保険・共済（以下「自賠責保険」という。）は、交通事故発生

時における被害者の基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法により

道路を走る全てのクルマ・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。 

無保険の状態で交通事故を起こした場合、加害者は刑事処分・行政処分の対象とな

るばかりではなく、多額の損害賠償金を自己負担することになり、被害者への損害賠

償にも支障をきたすことがあります。 

このため、例年 9 月を「自賠責制度広報・啓発期間」と位置付け、自賠責制度の重

要性や役割、無保険車運行の違法性等について広報・啓発活動を集中的に実施し、自

賠責保険への加入促進を図っています。 

本年度は、近年利用が広がっているペダル付き原動機付自転車（モペット）をメイ

ンとし、「自賠責が必須なのはどれ？」の標語の下、次のとおり自賠責制度広報・啓

発活動を実施します。 

実施内容等の詳細については、別紙 1 をご参照ください。 

 

1. 期間 

令和６年９月１日（日）から９月３０日（月）まで 

 

2. 主な実施事項 

(1) ポスター掲示・リーフレット配布 

関係機関・団体や学校等において、自賠責制度の重要性や役割等を紹介するポ

スターの掲示及びリーフレットの配布を行います。図柄は別紙 2 をご参照くださ

い。 

 

(2) 関係業界等と連携した街頭広報活動の実施 

運輸支局において、地域の損害保険会社や代理店等と共同し、街頭における自

賠責制度の広報・啓発活動を実施します。 

 

 

 

 

《問い合わせ先》 

物流・自動車局保障制度参事官室 太田、納谷 

代表 03-5253-8111（内線 41544、41534) 

直通 03-5253-8585  

資料７(参考資料) 

R6.8.30 国土交通本省からリリース済 



1. 広報・啓発活動の内容 

(1) 自賠責保険への加入促進、無保険車運行の違法性の周知 

自賠責制度の重要性や役割、無保険車運行の違法性や悪質性等を訴え、自賠責

保険への加入促進を図ります。 

 

(2) 自賠責制度に関する認識度の向上 

万一、交通事故の当事者となった場合に備え、各種の被害者救済対策等も併せ

て紹介することで、クルマ・バイクの保有者のみならず、その家族も含めた国民

全体に対し、自賠責制度の認識度の向上を図ります。 

 

2. 主催 

自賠責広報協議会 (7 府省 20 団体により構成） 

（構成機関及び団体） 

国土交通省、内閣府、警察庁、金融庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立行政

法人自動車事故対策機構、一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、

全国共済農業協同組合連合会、日本再共済生活協同組合連合会、全国自動車共済協同組合連

合会、全国トラック交通共済協同組合連合会、一般社団法人日本損害保険代理業協会、自動

車安全運転センター、軽自動車検査協会、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人全

国軽自動車協会連合会、一般社団法人日本二輪車普及安全協会、一般財団法人全日本交通安

全協会、公益財団法人日本道路交通情報センター、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、

一般社団法人日本自動車連盟、全国石油商業組合連合会 

 

3. 参考 

(1) 令和５年中の交通事故発生状況 

（出典：警察庁交通局 令和６年３月発表「令和５年中の交通事故の発生状況」） 

発生件数 307,930 件 

負傷者数 365,595 人 

死 者 数 2,678 人 

(2) 自賠責制度の詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/other_info/moped/index.html  

 

 

または  

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 



 

 

別紙 2：令和６年度「自賠責制度広報・啓発ポスター」 



（表） 

 

（裏） 

 

別紙 2：令和６年度「自賠責制度広報・啓発リーフレット」 


